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設 立 趣 旨 書 

 

１ 趣 旨 

【目的】 

この法人は、発達障がい等に悩む当事者や保護者、学校関係者や医療従事者などの周りの大人が相談できる体制

を作ります。また、周りの大人の悩みが減ったり、人のつながりが広がることで、子どもも大人も過ごしやすい

環境にします。様々な職種、様々な視点の人々が助け合いながら発達障がいも含めた多様で柔軟な社会を実現す

ることを目的とします。 

【現状と打開策】 

現在、発達障がいの疑いのある子どもが初診にかかるまで実に「6ヶ月」以上待ちという状況にあります。発達

障がいは世間的な関心は高いものの専門家が圧倒的に不足しているため、この期間を専門ではない保護者や学校

の先生や学童の先生など周りの大人（以下、「周りの大人」と表記）が支えています。時間が経つほどこじれる

ことも多く、子どもたち自身はもちろん、周りの大人もどうして良いかわからず悩みが増えていき、衝突するな

ど悪循環に陥ることも多々あります。 

そのため、周りの大人が悩んでいるときに「今すぐ」相談できる居場所を作ります。迅速に相談者へ専門知識を

提供し悩みが小さいうちに対応することで、子どもと周りの大人の困り感を減らすことができます。 

【つながりを増やす居場所】 

発達障がいの悩みは教育のみにとどまらず、医療、福祉、教育など多分野が複雑に絡み合うことが多く、病院で

薬を出して簡単に解決するものではありません。診断について詳しい医者や、教育方針について詳しい教員など

多職種が連携する必要があります。ですが、日々の業務に忙しく連携がしづらい状態にあり、また拠点も少ない

状況です。当団体に来た人たちが、会員や相談者、大人、子ども、医者、教員といった立場や肩書きに関わらず

繋がることで、連携や拠点としてのつながりを増やす居場所にします。 

【当団体の強み】 

当団体の社員は当事者もしくは当事者家族でありながら、発達障がいに関わる仕事をしている人を主体としてい

ます。医師や看護師、公認心理師、相談支援専門員、教員、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、発達障がい

当事者・保護者など、多方面の強い繋がりもあります。既存の団体と協力しながら、相乗効果を図ります。 

営利企業とは違い、NPO法人として社会に訴えかけることに柔軟に動ける立場として活動していきます。 

【私たちが目指す社会】 

知らず知らずのうちに社会規範や常識という形のないものに囚われて、「発達障がいはない方が良い」「不登校

になってはいけない」といった枠を作ることで親子や周りの大人が窮屈になることがあるのを感じています。当

団体は『今すぐ生きづらい枠を外せる社会へ』を理念にしており、多様性が求められる現代社会で子どもたち自

身や周りの大人の「普通」に囚われない社会を作ります。 

 

２ 申請に至るまでの経過 

最初はいち医学生として保護者や学校の先生が発達障がいの子どもたちの対応でどう困っているかの情報収集の

ため相談会を3回行い、周りの大人が欲しい情報が得られていないことが多いことを知りました。その後、その

中で協力者を募り、カフェやレストラン、美容院や歯医者、楽器や塾などの習い事など、発達障がいの子どもに

も優しく対応するお店をまとめる事業を始めました。実際に訪問し、対話する中で優しく対応するお店とどこに

いけば発達障がいを理解してもらえるか悩んでいる保護者や学校の先生を結びつけることで双方にメリットがあ

ると気付きました。この事業を実施する上で、第三者から信頼を得る必要があると考え、NPO法人を設立するこ

とにしました。 

 



【名前の由来】 

発起当初は「お悩み相談所」という名前にする予定でしたが、相談者と支援者という上下関係を生み出してしま

います。相談者と対等な立場で「悩みを預かって」共感することを大切にしているため「お悩み預かり所」と命

名しました。また、どんなに努力をしても解決しない悩みも多いため、どこにも置けない辛さを共有して少しで

も気持ちが軽くなることを意図しています。また、かぎしっぽという名前は長崎で幸せをもたらすかぎしっぽ猫

のように、のんびり、そして枠に囚われない法人でありたいという願いを込めました。 

 

令和 4年 3月 16日 

 

NPO法人 発達障がいお悩み預かり所 かぎしっぽ  

設立代表者 氏名 髙以良鴻 


